
     

          

 

 

 

小型電子・電気機器には有用な希少金属（レアメタル）が多く含まれており、

資源の保護とリサイクルの推進のため、町では平成 23 年４月から３施設（役

場・札内支所・忠類総合支所）で 28品目を対象に回収及び処理を行ってきまし

たが、リサイクルに要する費用が年々増加し、令和 3 年度から処理業者に対す

る処理費用が新たに発生することとなりました。 

このため、国が指定する特定対象品目の 16品目に限り、処理に要する費用を

町が負担し、無料で回収することとしました。 

回収品目の変更にご理解とご協力をお願いいたします。 

【令和３年４月１日からの対象品目】 

 

 

 

 
 
 

 

注意！ 

電子レンジ、炊飯器、掃除機、扇風機、除湿・加湿器、空気清浄器、プリンター、

アイロン、照明器具などは令和３年４月１日より対象外となります。 

燃えないごみか大型ごみで出してください。 

※４５cm×３３cmの投入口に入る対象品目に限ります。 

※バッテリーや電池は必ずはずしてください。（火災の原因になります。） 

ご不明な点はお問い合わせください。 

 

   パソコン 

 

（液晶モニターのみは対象外） 携帯電話端末 電話機・ファクシミリ ラジオ カメラ類 

映像用機器 
（ＤＶＤレコーダーなど） 

音響機器など 

補助記憶装置 
（ＵＳＢメモリなど） 

電子書籍端末 

電卓・電子辞書 

 

 

 
その他 

・電子血圧計、電子体温計 ・懐中電灯 

・付属品（リモコン、ＡＣアダプタなど） 

理容用機器 
（ヘアドライヤーなど） 

時計 

カー用品（カーナビなど） ゲーム機など 

 

住民福祉部防災環境課地域環境係 

電話 0155-54-6601 

忠類総合支所地域振興課住民生活係 

電話 01558-8-2111 


